
茨城県介護分野外国人留学生奨学金貸付支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生の修学期間中の支援を図り、

当該留学生を将来雇用しようとする介護サービス事業者の負担を軽減するため、これに

要する経費の一部について、予算の範囲内において補助するものとし、その交付につい

ては、地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成26 年９月12 日医政発0912 第５

号・老発0912 第１号・保発0912 第２号の別紙）及び茨城県補助金等交付規則（昭和36

年茨城県規則第67号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところに

よる。  

 (1) 介護施設等 

   介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく指定又は許可を受け介護事業を実施す

る施設又は事業所をいう。 

(2) 介護サービス事業者 

前号に定める介護施設等を設置する法人等をいう。 

(3) 留学生 

在留資格「留学」で来日し、介護福祉士養成施設在学生及び介護福祉士養成施設へ

の入学を前提とした日本語学校在学生をいう。 

(4) 介護福祉士養成施設 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第40条第２項第１号に規定さ

れる学校又は養成施設をいう。 

(5) 日本語学校 

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の留学の在留資

格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件（平成２年法務省告示第145

号）により告示された日本語教育機関をいう。  

 

（補助金交付の対象となる者）  

第３条 この補助金の交付対象者は、茨城県内の介護施設等において将来留学生を雇用し

ようとする介護サービス事業者とする。 

２ 前項の規定は、自己又はその役員等が、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、適用しない。 

(1)  茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から同条第３号

に規定する者  

(2)  前号に規定する者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与している者 

(3)  県税に滞納がある者 

 

（補助金交付の対象となる事業）  

第４条 この補助金の交付対象事業は、前条に定める者（以下「補助事業者」という。）

が留学生に対して条件付き貸与又は給付する奨学金（以下「補助事業」という。）であ

って、将来、茨城県内の介護施設等において当該留学生を雇用する目的で行う事業とす

る。 

２ 前項における条件付き貸与とは、当該留学生が、将来、介護福祉士等として、茨城県

内の介護施設等において５年以上従事すれば、返還を免除することをいい、「留学生が

貸与型奨学金により学費等の経費を支弁しようとする場合の留意事項」（平成30年３月

法務省入国管理局）に基づき実施されるものとする。 



 

（補助対象経費及び補助率等）  

第５条 前条の奨学金のうち、この補助金の補助対象経費及び補助率等は、別表のとおり

とする。  

２ 前項に関わらず、介護福祉士養成施設又は日本語学校を退学した留学生（ただし、交付

申請年度に日本語学校に在学し、一定の日本語能力があると認められ、翌年度に介護福

祉士養成施設に進学する者は除く。）に係る当該退学した日の属する年度の経費につい

ては、補助対象経費から除外する。  

３ 当該留学生が、公費を財源とする補助事業（介護福祉士修学資金貸付事業を含む。）

を活用し、かつその対象経費が本補助金と重複する場合には、その経費を対象から除外

する。  

 

（補助金交付申請） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付申請を行うときは、交付申請書（様式第１号）に関

係書類を添えて、別途通知する日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の

上、適当と認められるときは補助金の交付の決定をするものとし、補助事業者に通知す

るものとする。 

 

（補助金交付の条件） 

第８条 この補助金の交付には、次の条件を付するものとする。 

(1) 補助事業の内容を変更する場合（次条に規定する軽微な変更を除く。）には、変更

承認申請書（様式第２号）を提出し、知事の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、中止（廃止）承認申請書（様式第３

号）を提出し、知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業が年度内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(4) 補助事業者は、補助対象の留学生が介護福祉士養成施設を卒業後、茨城県内の介護

施設等において５年以上就業させること。なお、補助事業者は、卒業後毎年度末の在

職状況について、卒業後５年を経過するまでの間、知事に報告すること。 

(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、

当該補助事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の翌年度から起算して５年間保管すること。 

 

（軽微な変更） 

第９条 前条第１号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外とする。 

(1) 事業の内容を変更し、又は廃止すること。 

(2) 支出額を増額すること。 

(3) 支出項目を変更すること。 

 

（状況報告）  

第10条 知事は、補助事業の遂行の状況に関し、必要があると認めるときは、規則第21条

に定める調査等を実施する。なお、補助事業者は、調査に協力しなければならない。  

 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、交付決定に係る補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承

認を受けたときは、補助事業完了後30日以内又は当該年度の３月31日のいずれか早い日



までに、事業実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定） 

第12条 知事は、前条による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適切であ

ると認められるときは、当該補助事業に係る補助金の額を確定し、補助事業者に通知す

るものとする。 

 

（補助金交付決定の取消し及び返還）  

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の額の確定の有無に関わら

ず、それまでに当該補助事業者に対して交付決定した本補助金の全部又は一部を取り消

すことができる。  

(1) 補助事業者が第３条第２項の規定に該当することが判明したとき 

(2) 日本語学校に在学する留学生が本補助金の交付申請年度の翌年度（留年となった場合

は翌々年度）に介護福祉士養成施設に入学できなかったとき 

(3) 介護福祉士養成施設に在学する留学生が介護福祉士養成施設を卒業できなかったとき 

(4) 留学生が介護福祉士養成施設卒業後に茨城県内の介護施設等において５年間就業でき

なかったとき 

(5) 補助事業者が第８条各号の規定に反したとき 

(6) その他、補助事業者が補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した

条件その他法令等又は知事の命令若しくは指示に違反したとき 

２ 前項第２号、第３号及び第４号に係る違反については、留学生本人の死亡や心身の故

障などやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。 

３ 知事は、同条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が

交付されているときは、規則第17条第１項の規定により、期限を定めて、返還させるも

のとする。ただし、茨城県内の介護施設等において業務に従事した場合には、交付済額

に就業期間（月数）を乗じ60（月数）で除した額について、返還は不要とする。この場

合、1,000円未満は切り上げるものとする。 

４ 前項により補助金の返還を指示された補助事業者は、これを納期日までに納付しなか

ったときは、規則第18条第１項に規定する割合で計算した延滞金を県に納付しなければ

ならない。  

 

 

附則 

この要綱は、令和６年12月18日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 



別表 

 

※ 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等日常生活上で継続的に発生する経費。 

なお、補助事業者が基準額（上限額）を超えて介護人材の確保に向け積極的に支援を行

った場合に限り、以下①及び②のとおり基準額の加算を行う。 

① 年額２４０千円までの加算 

② 入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月額５０千円までの加算 

区分 補助対象経費 基準額（上限額） 補助率 対象年度 

日本語学校 

学費 年額６００千円 
基準額の 

１／３ 

介護福祉士養成

施設入学前年度 

居住費等の 

生活費(※) 
年額３６０千円 同上 同上 

介護福祉士 

養成施設 

居住費等の 

生活費(※) 
年額３６０千円 同上 在学中の年度 


